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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

フィリピン航空株式会社所属，ダグラス式ＤＣ‐８‐５３型ＲＰ‐Ｃ８０３は，昭和 

５２年４月１８日１２時３５分（国際標準時０３時３５分，以下（）内は国際標準時を 

示す。）４２２便（マニラ―東京）として東京国際空港に着陸し，スポット７６に駐機し 

た。

その後同機は，乗組員１３名，旅客１２７名がとう乗し，４２１便（東京―マニラ）と 

して東京国際空港の滑走路１５Ｌから同日１５時２２分（０６時２２分）ころ離陸滑走を 

開始した。同機は約７５０メートルを滑走し，一旦浮揚したが左傾斜となって接地した後， 

滑走路を逸脱し，滑走路とほぼ平行に草地帯を逸走して，機首を滑走路の左肩に乗りあげ 

てかく坐停止した。この事故により機体は大破したが，火災は発生しなかった。

事故発生後の脱出の際，旅客１名が軽傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５２年４月１８日～２１日　現場調査

４月１８日～２８日　機体調査

フライト・データ・レコーダ解析、コックピット・



ボイス・レコーダ解析

４月３０日～５月４日　コックピット・ボイス・レコーダ解析

５月１０日～７月１１日　工業技術院および防衛庁にてとう載燃料調査

５月１８日～１２月８日　金属材料技術研究所にてギャードタブ・クランク

およびガスト・ロック・センタ・クランクの調査

５月２７日　同型式機によるエレベータ作動調査

９月７日～１０月３１日　航空宇宙技術研究所にて離陸データを求める

ための試験研究

なお，この調査にはフィリピンから政府代表としてロイ・エイ・ニコラス氏が参加し 

た。

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５３年２月１３日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

フィリピン航空株式会社所属，ダグラス式ＤＣ‐８‐５３型ＲＰ‐Ｃ８０３は，同社 

の国際定期便４２２便（マニラ―東京）として，昭和５２年４月１８日１２時３５分 

（０３時３５分）東京国際空港に着陸した。

同機は，着陸後指定されたスポット７６に向け地上滑走し，１２時５３分（０３時

５３分）ころ，同スポットに機首方位約６０度で駐機した。

同機は，スポット７６に２時間１５分駐機したのち，１５時０８分（０６時０８分） 

ころ，同社の４２１便（東京―マニラ）として乗組員１３名，旅客１２７名の計１４０ 

名がとう乗し，誘導路Ａ‐４，滑走路１５Ｒ経由で，使用滑走路１５Ｌの末端に通じる 

誘導路Ｃ‐８に向け地上滑走を開始した。

上記経路により進行した同機は，１５時１９分（０６時１９分）ころ管制塔からの指 

示により，誘導路Ｃ‐８から滑走路１５Ｌ上に進入して離陸待期の態勢に入り，次いで 

１５時２２分（０６時２２分）ころ，離陸許可を受け離陸滑走を開始し，早期に異常な 

機首上げ状態となったのち，滑走開始後約７５０メートルで浮揚した。

機長は，この異常な機首上げ姿勢に対応し，機首下げ操作を行ったがその効果がなく， 

同機がその後左傾斜し，かつ，左へ流されたため，離陸の中止を決意して全エンジンの 

出力を全閉としたが，その直後，滑走路からの逸脱は避けられないと判断し，副操縦士 

に対し，脚上げ操作を指示した。

同機は，機首上げ姿勢で左傾斜したまま沈下し，滑走路左側端（滑走路１５Ｌ末端か 

ら約９００メートル）付近に左主翼端の後縁とNo.１エンジンの後部下面を接地し，次い 

で付図３に示す痕跡を滑走路面に残したのち，滑走路１５Ｌの末端から約１，２００メー 

トルの滑走路の左側に逸脱した。その後，同機は左主脚及び前脚が引込み，右主脚が折

損分離したのち，４基のエンジンを次々に脱落させ，機体下面を損傷しながら草地帯を 

約４５０メートル逸走したが，この間，機首を徐々に右へ偏向させ，滑走路１５Ｌの末 

端から１，６６５メートル付近の滑走路左肩に機首方位２６８度で機首部を乗りあげ，か 

く坐停止した。火災は発生しなかった。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　１　０

なし　１３　１２６

軽傷１名は，脱出の際の負傷

２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

当該事故により，滑走路１５Ｌ／３３Ｒの付帯設備のうち次のものが損傷した。

滑走路灯

全損　３灯

上部灯体破損　１灯

ゴムトランス二次側破損　１灯

接手破損　１灯

滑走路距離灯

全損　１灯

中破　１灯

２．５　乗組員に関する情報

機長　１９３９年３月１２日生

定期運送用操縦士技能証明書　第１４１０号

限定事項ＤＣ‐８　１９７３年１０月１日　取得

ＤＣ‐１０　１９７５年１月１７日　取得

航空身体検査証明書，同有効期限１９７７年９月２３日

総飛行時間　１０，７５０時間１６分

（１９７７年１月３１日現在）



操縦士　４，６８８時間０４分

副操縦士　６，０１６時間３２分

ＤＣ‐８飛行時間　６０１時間２６分

副操縦士　１９４０年１２月２３日生

定期運送用操縦士技能証明書　第１６６７号

限定事項ＨＳ‐７４８　１９７４年１月１日取得

ＢＡＣ‐１１１　１９７４年１２月１２日取得

ＤＣ‐８　１９７６年９月１３日取得

航空身体検査証明書，同有効期限１９７７年５月２６日

総飛行時間　８，０３０時間５４分（１９７６年１０月３１日現在）

ＤＣ‐８飛行時間　１９４時間１３分

航空機関士　１９２９年６月３日生

ＤＣ‐８航空機関士技能証明書　１９７６年５月２７日取得 

航空身体検査証明書，同有効期限１９７７年５月３０日

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ダグラス式ＤＣ‐８‐５３型

登録記号　ＲＰ‐Ｃ８０３

登録証明書番号　１８０‐７７

耐空証明書番号　５９９‐７６（有効期限１９７７年９月３０日）

総飛行時間　３５，８６２時間３６分

最終オーバーホール後の飛行時間　１，３４０時間１４分

離陸時の推定重量及び重心位置　重量　１１１，１００kg

重心位置　２９．８％ＭＡＣ

２．６．２　エンジン

型式　プラット・アンド・ホイットニ式ＪＴ３Ｄ‐３Ｂ型

装着位置　製造番号　総使用時間

No.１　Ｐ６４５４４７ＤＡＢ　２８，９７８時間

No.２　Ｐ６４２８９２ＤＢ　３９，６９３時間



No.３　Ｐ６３２７５２ＤＢ　４４，０４６時間

No.４　Ｐ６４３０７５ＤＢ　３８，７３３時間

２．７　気象に関する情報

１８日０６時００分（１７日２１時００分）に，関東地方の東海上にあった中心示度 

９９４ミリバールの前線を伴った低気圧は，やや発達しながら３５ノットの速さで北東 

進し，１５時００分（０６時００分）には北緯４１度，東経１４７度に達し，９８８ミ 

リバールとなった。

一方，１７日１５時００分（１７日０６時００分）に，朝鮮半島の北部東岸にあった 

低気圧は，急激に発達しながら日本海北部を北東進し，１８日１５時００分（１８日 

０６時００分）には北緯４６度，東経１３８度に達し，中心示度は９７４ミリバールま 

で下降した。また，関東地方の西部には，１８日朝地形性の低気圧が発生し停滞した。

これらの低気圧の影響で，関東地方南部では１８日０９時００分（１８日００時００ 

分）以前から南西の風が次第に強まり，当日正午前から１６時００分（０７時００分） 

ころまでの間，強風が吹いていた。

１２時５３分（０３時５３分）から約２時間１５分の間の駐機時における東京航空地 

方気象台（東京国際空港）の観測した自記風向風速計の記録は，次のとおりであった。

風向変動　１６５／２７０度

風速最大瞬間４８ノット，最小瞬間１４ノット，平均３０．８ノット

また，事故発生の１５時２３分前後における記録は，次のとおりであった。

風向変動　１８０／２７０度

風速最大瞬間４０ノット，最小瞬間１１．５ノット　平均２７．４ノット

東京航空地方気象台による１５時２６分（０６時２６分）の観測値は，次のとおりで 

あった。

風向変動　１８０／２７０度，風向２１０度

風速　２８ノット，最大瞬間風速４３ノット，最小瞬間風速１１ノット，視程２５

キロメートル， 雲量１／８， 積雲，雲高２，５００フィート，気温２１度Ｃ，露点温度４

度Ｃ，高度計規正値２９．２９インチ 

記事：風向変動

東京国際空港における１５時００分（０６時００分）のＡＴＩＳ情報（飛行場情報業 

務通報）は次のとおりであった。



THIS IS TOKYO INTERNATIONAL AIRPORT INFORMATION SIERRA MET 

REPORT, TOKYO 0600 170 VARIABLE 270 DEGREES 31 KNOTS 

MAXIMUM 45 MINIMUM 18 KNOTS, VISIBILITY 25 KILOMETERS, 

1 OCTAS 2500 FEET, TEMPERATURE 22, DEW POINT 04. QNH 2927 

INCHES, LANDING RUNWAY 22 , SHINAGAWA VISUAL APPROACH, 

DEPARTURE RUNWAY 15L。

２．８　通信に関する情報

同機と東京国際空港管制機関との交信は，管制交信テープを調査した結果，すべて良 

好に行われていた。

同機がタワー専用周波数にきりかえてからの管制交信記録は，別表‐１「ＡＴＣ・Ｃ 

ＶＲ記録」のとおりである。

２．９　飛行場および地上施設に関する情報

事故当日，当該機が離陸のため使用した滑走路は１５Ｌで，長さ１０，３３５フィート 

（３，１５０メートル），幅２００フィート（６０メートル），縦断勾配は，１５Ｌ末端 

から約１，７７０フィート（約５４０メートル）までは０％，その先の約２，７００フィー 

ト（約８２０メートル）付近までは０．１５％の下り勾配となり，その先の約７，７５０フ 

ィート（約２，３６０メートル）付近までは０％である。

２．１０　飛行記録装置および音声記録装置に関する情報

ＲＰ‐Ｃ８０３には，ユナイテッド・コントロール社製Ｆ‐５４２Ｂ型飛行記録装置 

（以下「ＦＤＲ」という。）がとう載されており，事故発生まで正常に作動していたが， 

ＶＨＦキーイングを記録する配線は行われていなかった。当該ＦＤＲによる事故当時の 

記録は付図‐１「ＦＤＲ記録」のとおりである。また，同機にはサンドストランド・デ 

ータ・コントロール社製ＡＶ‐５５７Ｂ型音声記録装置（以下「ＣＶＲ」という。）が 

とう載されており，事故発生まで正常に作動していた。

なお，同機が離陸許可を得てから事故に至るまでのＣＶＲの内容は別表‐１のとおり 

である。



２．１１　航空機及びその部品の損壊の状況

２．１１．１　胴体

下面のほぼ全面にわたって損傷しており，特に機首部及び主脚収容室まわりの損傷 

がはげしかった。また，左後側面には長さ約１３メートルにわたって破れ及び変形が 

認められた。

２．１１．２　主翼

左主翼下面には，No.１及びNo.２エンジン・パイロン内側の前縁部分に，それぞれ広 

い面積のへこみがあり，その後方部分に擦過痕があった。また，左主翼先端の下面に 

は，明瞭な左横すべり約９度の擦過痕が認められた。

右主翼下面には，No.３及びNo.４エンジン・パイロン外側の前縁部分にそれぞれへこ 

みがあった。

左主翼上面は，先端の外板が浮上り，しわがあった。

右主翼上面には，No.４エンジン・パイロンから翼端にかけて，広い面積にわたりへ 

こみがあった。

２．１１．３　エンジン

各エンジンは，すべてパイロンから離脱していた。

No.１エンジンは，ノーズ・カウルの下面が大きくつぶれ，高圧コンプレッサ・セク 

ションからリバーサ間のカウリングはほとんど離脱していた。

No.２エンジン・ノーズ・カウルは全周にわたり損傷し，コンプレッサ・インレット・ 

ガイドベーン及びファン・ブレードの大部分が損傷していた。

No.３エンジン・ノーズ・カウルは左側面が変形し，ファン・カスケード・ドアは開 

いていた。

No.４エンジン・ノーズ・カウル下面のエアスクープはつぶれていた。 

また，すべてのエンジンに消火剤が発射されていた。

２．１１．４　着陸装置

左主脚のインナードアが破損し，一部が離脱していた。右主脚は取付部から離脱し 

ており，主翼内の取付部構造が大破していた。前脚の脚室構造の下部が損傷していた。

２．１１．５　フラップ

左インナ・フラップ及びアウタ・フラップの一部が損傷を受け，離脱寸前の状態に 

あった。右インナ・フラップ及びアウタ・フラップの一部が離脱していた。

２．１１．６　昇降舵



左側昇降舵の２本のギャード・タブ・ドライブ・メカニズム・クランク（以下タブ・ 

クランクという。）がいずれも破断し，ギャード・タブはたれ下っていた。

また，破断したタブ・クランク周辺の水平安定板及び昇降舵構造部分に多数の傷が 

認められた。

右側昇降舵及びギャード・タブの一部に亀裂及び変形が認められた。

２．１１．７　昇降舵ダンパ

左右昇降舵ダンパ・ドライブ・リンクに変形が認められた。この変形は，左側リン

クの方がはげしく，ダンパ・クランク側の軸受取付部に最大 １／１６インチの間隙を生じ

ストッパの角が変形していた。

２．１１．８　昇降舵ガストロック

昇降舵ガストロック・リンク機構のセンタ・クランク（以下ガストロック・クラン 

クという。）が破断していた。

２．１２　火災及び消防に関する情報

本事故による火災は発生しなかったが，タワーからの通報により，空港所属の指令車， 

化学消防車等８台が出動した。また，東京消防庁からも指令車，化学消防車等７台が出 

動した。

２．１３　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索救難等に関する情報

非常脱出口は前方にＢ（左側の乗降ドア），Ｃ（右側のサービスドア），後方にＭ

（左側の乗降ドア），Ｌ（右側のサービスドア）及び主翼上面にＦ（左側），Ｅ（右側） 

の計６ケ所であった。

航空機が停止した時，乗客用放送施設は電源が切れて使用不能となり，メガホンは機 

内中央部に置かれ，位置的に離れていたため使用できず，スチュワーデスは，旅客に事 

情を説明して回った。機長の指示により直ちに全脱出口が開かれたが，Ｂ出口は脱出用 

スライド取付部の片方がはずれたため使用できず，Ｍ出口は下にNo.２エンジンがあった 

ため使用しなかった。

旅客は１２７名がとう乗していたがＣ出口から約５０名，Ｌ出口から約３０名，Ｅ及 

びＦ主翼上面非常脱出口から約４０名（内女性１名が足をすべらせ足に軽傷を負った。） 

が脱出した。全員の脱出は約９０秒で完了した。

なお，主翼上面にある補助脱出口（左右各１）は座席でふさがれ，使用できない状態



であった。

２．１４　事実を認定するための試験及び研究

ＲＰ‐Ｃ８０３の事故後の機体調査及び機長の口述等から，本事故に関連があると推 

定される下記の調査及び試験を行った。

２．１４．１　水平安定板系統

水平安定板は，位置指示器において約０．３度機首下げの位置を指示しており，水平 

安定板ジャッキ・スクリュの長さに対応していた。また，水平安定板操作系統及び駆 

動系統に異常は認められなかった。

２．１４．２　昇降舵舵角及び操縦力

タブ・クランク周辺の水平安定板及び昇降舵構造部分に，破断したタブ・クランク 

がはさまり，昇降舵の動きが制約された場合を想定し，種々の形態における昇降舵と 

ギャード・タブの角度及び操縦力を，地上で測定した結果は次のとおりであった。

(1)　左側ギャード・タブの内側タブ・クランクの下側面に残されている摺動痕跡は， 

昇降舵の舵角５度上げから１６．２度上げの範囲に対応していた。

(2)　前記(1)の昇降舵舵角で破断したクランクが，水平安定板及び昇降舵構造部分には 

さまって昇降舵の動きを制約した場合と，動きを制約しない正常な場合の操縦力に 

明瞭な差は認められなかった。

（注）本機の昇降舵は，操縦士がコントロール・タブを操作し，これに作用する空気 

力によって動かされる方式である。

(3)　破断したクランクを取除いた状態での昇降舵の最大舵角は，上げ２８．５度（左側） 

及び２８．６度（右側），下げ１５．５度（左側）及び１５度（右側）であった。メイ 

ンテナンス・マニュアルによる規定値は，上げ２７±０．５度，下げ１６．５±０．５度 

である。

２．１４．３　タブ・クランク

左右昇降舵のタブ・クランクには傷を削り取った跡があった。

２．１４．４　昇降舵ガストロック

昇降舵ガストロックは，ガストロック・クランクが破断したことによりオーバーセ 

ンタ機構がきかず，ガストロック機構は全く機能を果していない状態であった。また， 

アクチュエータ・クランク及びロッキング・ケーブルは，いずれもガストロック「ＯＦＦ」 

の状態にあることが確認された。



ガストロック・クランクが破断した状態でのケーブルの張力は，ロッキング・ケー 

ブル及びアンロッキング・ケーブルとも５０ポンドであった。

ガストロック・クランクが破断する以前のガストロック機構を調査するために，破 

断したクランクを取除き，同一部品番号のクランクを取り付けて調査を行った結果は 

次のとおりであった。

(1)　ガストロック「ＯＮ」におけるロッキング・ケーブルの張力は５８ポンド，アン 

ロッキング・ケーブルの張力は２４ポンドであった。メインテナンス・マニュアル 

による規定値はいずれも１００ポンドである。

(2)　ガストロック「ＯＦＦ」におけるロッキング・ケーブルの張力は４３ポンド，ア 

ンロッキング・ケーブルの張力は４８ポンドであった。メインテナンス・マニュア 

ルによる規定値はいずれも７５ポンドである。

(3)　ガストロック「ＯＮ」におけるヨークとストッパの接触部分には１／３インチの間

隙があり，ガストロック・クランクとのリンクの接触部分には１／２インチの間隙が

あった。

メインテナンス・マニュアルによる上記２個所の間隙の規定値は零である。

(4)　ガストロック・レバー及び操作ケーブル系統には異常は認められなかった。

２．１４．５　昇降舵ダンパ

左右の昇降舵ダンパの機能及びダンパ液の性状は良好であった。

２．１４．６　スタビライゼイション・コンピュータ

自動操縦装置用スタビライゼイション・コンピュータ及び機体側のコネクタに異常 

はなく，コンピュータの機能試験（オートマティック・カットオフ機能を除く。）に 

おいても異常は発見されなかった。

２．１４．７　燃料（ＡＳＴＭ　ジェットＡ‐１）

当該機にとう載されていた燃料試料の比重，含水率，引火点，析出点，実在ガム量 

蒸留性状等について分析を行ったところ，異常は認められなかった。



３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

３．１．１　ガストロック・クランク（Ｐ／Ｎ４６４４１８１‐３）

このクランクはセレーションのかみ合い部を境にして軸全体がわずかに曲り，破断 

面は軸線に沿ってねじり変形を受けていた。

この破断面の観察結果から，セレーションのかみ合い部のみぞの一つが起点になっ 

てねじり荷重による破壊を生じたものと考えられ，この場合ねじり荷重のくりかえし 

による低サイクル疲れ破壊が関与した可能性がある。

３．１．２　タブ・クランク（内側Ｐ／Ｎ４７１０５４１及び外側Ｐ／Ｎ４７１０５４２）

内側クランクは破断点に集中荷重を受けて曲げ破壊，外側クランクは破断点の一部 

にある鋭い打痕を起点として引張り破壊したものと推定される。

３．１．３　３．１．１及び３．１．２項を通じて材料欠陥，腐食など，その他の特別な因子が破壊

の原因に直接関与した可能性を示す破面上の特徴は発見されなかった。

３．１．４　同機の浮揚までの地上滑走距離を推定するため，同機の離陸滑走開始時の推定 

重量及び重心位置，全エンジン作動，フラップ１５度，水平安定板セット－１．９度， 

東京国際空港滑走路１５Ｌの勾配の条件で，マクダネル・ダグラス社等からの提供デ 

ータにもとずき，昇降舵舵角及び風向・風速をパラメータとする計算を行った結果は 

付図‐２のとおりである。

３．２　解析

ＲＰ‐Ｃ８０３はマニラから東京国際空港到着後，スポット７６にほぼ正規の機首方 

位６０度で駐機し，同スポットを出発するまでの２時間１５分の間，風向変動１６５／ 

２７０度，最大瞬間風速４８ノット，平均３０．８ノットの強風が吹いており，同機はこ 

の風を後方から受けていたものと認められる。

同機の機長は，スポット７６へ駐機する直前にガストロックを「ＯＮ」としたが，乗 

組員が操縦室から退去する際に，操縦輪が前後に動いていたと口述しており，また，同 

機の出発前点検を行った整備関係者は，昇降舵が風にあおられて動いていたこと及びガ 

ストロックの「ＯＮ」位置を再点検した後も昇降舵が動いていたことを視認している。

このことは，同機の昇降舵ガストロック系統が正規に調整されていなかったことを示 

すものであり，２．１４．４項の調査においても，ガストロック機構がオーバ・センタして 

いないことが確認されていることから，既にオーバ・センタ機構に遊びがあったものと 

認められる。

同機の乗組員が出発前に乗り組んだ時には，同様な強風下にありながら操縦輪は動い



ていなかったと口述していること，及び機長は同機がスポット７６からプッシュバック 

された後ガストロックを「ＯＦＦ」としたが，プッシュバック時に昇降舵が機首上げ位 

置にあったことが出発前点検を行った整備関係者により視認されていることから，この 

時点で昇降舵は機首上げ位置に固定されていたものと推定される。

機長は，離陸直前の操縦系統点検において，昇降舵の操作は通常よりやや重かったが， 

作動は円滑であったと口述しており，当該点検及びそれ以前の地上滑走中においても， 

当該昇降舵の異常を察知することができなかったものと推定される。

同機のエンジンは，調査において異常が認められず，また，３．１．４項の解析結果と， 

浮揚までの推定地上滑走距離とがほぼ一致することから，エンジンには異常はなかった 

ものと推定される。

ＦＤＲの記録と滑走路上の痕跡を照合した結果，同機は，離陸滑走開始後約３０秒で 

浮揚して，浮揚後２秒弱で左翼端を接地し，約４秒で右主車輪を接地しており，これ等 

から算定すれば同機の当該浮揚までの滑走距離は７５０メートル前後と推定され，これ 

は３．１．４項に述べた離陸性能の計算値とほぼ合致する。

また，同機の浮揚推定位置は，誘導路Ｃ‐６とＣ‐５（付図‐３参照）のほぼ中間点 

となり，これは目撃者の口述する同機の浮揚推定点とほぼ合致する。

上記の浮揚推定位置と浮揚までの滑走距離から，同機の離陸滑走の開始点は滑走路

１５Ｌの末端から６０メートル内側の地点と算定される。

離陸滑走時の向い風成分は，付図‐２「浮揚までの滑走距離算定図」により平均１４ 

メートル／秒（約２７ノット）であったものと算定され，これは，２．７項に述べた当時 

の風向・風速の範囲に含まれ，また，当該離陸時の風は風向・風速限界内にあった。

同機は，離陸滑走開始後約２４秒で通常より早い時期に機首上げ状態となったものと 

推定され，その約１秒後においてＣＶＲに録音されている機長の驚きの声は，当該機首 

上げが急激に発生し，異常な機首上げ姿勢となったことによるものと推定される。

機長は，当該異常姿勢に対応し，直ちに機首下げ操作を行ったが，同機はその効果が 

ないままＶＲ（１３８ノット）以下の１３６ノットで浮揚したため，機長はこの時点で 

離陸中断を決意し，全エンジンの出力を全閉としたものと推定される。

ＦＤＲとＣＶＲの記録及び地上ならびに機体の痕跡から，同機は，全エンジンの出力 

が全閉にされたことにより，浮揚の約２秒後において，機首上げ姿勢のまま右横風の影 

響で機首を若干右に振り，約２０度の左傾斜となり，２．１１．２項に述べた約９度の左横 

すべりの状態で急激に沈下したものと推定される。



同機は，沈下後左主翼端後縁，次いでNo.１エンジンの下面を滑走路面に接地したが， 

当談接地衝撃によって機体はその後左傾斜から水平又は右傾斜に近い状態にまで姿勢変 

化したものと推定される。

機長は，上記左主翼端及びNo.１エンジン下面を接地した時点では，同機を滑走路上に 

保持できると判断し，副操縦士に対し，「脚下げ状態の保持」を指示したものと推定さ 

れる。

その後機長は，機体の左横すべりの傾向が顕著で，かつ，その修正が不可能であり， 

同機の右主車輪が接地する直前において滑走路からの逸脱は避けられないと判断し，浮 

揚の約４秒後において副操縦士に対して脚上げ操作を指示し，当該操作は副操縦士によ 

って直ちに行われたものと推定される。

上記脚上げ操作後，同機は左主脚と前脚が引き込まれながら，引き込まれなかった右 

主車輪と前脚ドアの痕跡を滑走路面に，また，左側エンジン（No.１及びNo.２エンジン） 

の痕跡を滑走路左側の草地に残して，左傾斜の状態で約３秒間逸走したのち，浮揚の約 

７秒後において，滑走路１５Ｌ末端から約１，２００メートルの滑走路の左側に機体が逸脱 

したものと推定される。

なお，右主脚が引込まれなかったのは，左横すべりの荷重によるものと推定される。

逸脱後の同機は，左傾斜の状態で逸走し，その間に緊急操作（フュエルのシャット・ 

オフおよびエンジン消火装置の作動等）が行われたものと認められる。

同機は，滑走路逸脱後，約４秒で滑走路逸脱地点から約１５０メートル前方にある保 

安道路の肩部に，左横滑りの状態で右主車輪が衝突し，右主脚は，取付構造部が破壊折 

損して，保安道路から左斜め前方約１００メートルに飛散した。

同機は，右主脚を折損した後，胴体下面および各エンジンが接地し，左横滑りで速度 

を急減しながら滑走路１５Ｌにほぼ平行に草地帯を逸走し，その間に各エンジンがNo.１， 

No.４，No.３，No.２の順序で逐次脱落したものと推定される。

その後，同機は停止する約８０メートル手前から急激に機首を右に偏し，方位２６８ 

度で機首先端を滑走路１５Ｌの左肩に乗りあげた状態でかく坐停止した。

同機のガストロック系統は，「ＯＦＦ」の場合飛行中の荷重は加わらず，事故による 

損傷も認められなかったことから，ガストロック・クランクは事故発生前に破断して 

いたものと推定される。また，左側ギャード・タブには事故により大きな衝撃が加えら 

れた形跡がないところから，当該タブ・クランクは事故発生前に破断していたものと推 

定される。



マクダネル・ダグラス社の資料によれば，ＤＣ‐８‐５３型機の昇降舵舵面はガスト 

ロック「ＯＮ」の場合，６５ノットの背風に耐え，ガストロック「ＯＦＦ」の場合，昇 

降舵のストッパは２２ノットの背風に耐えられる。一方，同社の調査によれば，昇降舵 

が上げ又は下げの最大舵角を７．５度上廻ると，タブ・クランクに過大な応力が作用し， 

破断することがあることが判明している。

ＤＣ‐８型機が，ガストロック「ＯＦＦ」で強い背風を受けた場合，昇降舵舵面から昇 

降舵ストッパまでのリンク機構の剛性では風に耐えられず，舵面がオーバートラベルに 

なることが経験されている。また，ガストロックが「ＯＮ」であってもガストロックの 

オーバセンタ機構に遊びがあった場合，昇降舵舵面を動かすとガストロック・クランク 

の軸にねじり応力が作用し，強い背風を受けるとこの繰返えし応用により，クランク軸 

が破断することも経験されている。

以上のことから，同機のガストロック・クランクは地上駐機中の背風を受けて破断し 

てガストロック「ＯＦＦ」と同じ状態となり，このため，昇降舵が最大舵角をこえタブ 

クランクが破断したものと推定され，更に，破断したタブ・クランクが昇降舵と水平安 

定板の間にはさまり，昇降舵は機首上げ位置に固定されていたものと推定される。この 

昇降舵は２．１４．２及び３．１．４項の調査並びに解析結果から摺動痕跡の最大の舵角１６．２ 

度の位置にあったものと推定される。

４　結論

(1)　機長，副操縦士及び航空機関士は，適正な資格を有し，所定の航空身体検査に合格 

していた。

(2)　ＲＰ‐Ｃ８０３は，有効な耐空証明を有していた。

(3)　ＲＰ‐Ｃ８０３の離陸滑走時前後の風は，当該機の離陸風向風速限界内にあった。

(4)　ＲＰ‐Ｃ８０３の東京国際空港スポット７６における駐機中の風は風向変動１６５ 

～２７０度，最大瞬間風速４８ノット，平均３０．８ノットであった。

(5)　ＲＰ‐Ｃ８０３の全エンジンは，事故発生までは正常であったものと認められる。

(6)　ＲＰ‐Ｃ８０３の駐機中，ガストロック機構はオーバーセンタしない不完全な状態 

にあり，その間昇降舵は強い背風を受けてあおられていた。

(7)　ＲＰ‐Ｃ８０３の乗組員がとう乗時，操縦輪が静止していたことを視認しているこ



と，及び整備関係者が当該機のランプアウト時，昇降舵が機首上げ位置にあったこと 

を視認していることから，昇降舵は機首上げ位置に固定されていたものと推定される。

(8)　ＲＰ‐Ｃ８０３の昇降舵が機首上げ状態に固定されていたため，離陸滑走開始後， 

約２４秒で機長の機首下げ操作にもかかわらず，低速度で急激に異常な機首上げ姿勢 

になったものと推定される。

(9)　ＦＤＲの記録及び滑走路痕跡から，ＲＰ‐Ｃ８０３は離陸滑走約７５０メートルで 

浮揚したものと推定される。同機の浮揚までの地上滑走距離の計算値から，当時の向 

い風成分は平均１４メートル／秒（約２７ノット）であったものと算定され，これは 

当時の風向・風速の範囲に含まれる。

(10)　機長は，浮揚後離陸を断念し，全エンジン出力を全閉としたところ，機体が急激に 

沈み，左主翼端及びNo.１エンジン下面が接地した。

(11)　ＲＰ‐Ｃ８０３は，右主車輪の接地直前に脚上げ操作が行われたため，左主脚及び 

前脚が脚上げとなり，右主脚が左横すべりの脚下げ状態で滑走路１５Ｌの左側に逸脱 

した。

(12)　ＲＰ‐Ｃ８０３は，滑走路逸脱後緊急操作が行われ，保安道路で右主脚を折損した 

後，逐次すべてのエンジンが脱落して滑走路の左肩に機首を乗りあげてかく坐停止し 

た。

(13)　ＲＰ‐Ｃ８０３がかく坐停止した後，乗組員の指示により旅客は円滑に脱出した。

(14)　ＲＰ‐Ｃ８０３の昇降舵ガストロック・クランク及びタブ・クランクは事故による 

損傷は認められず，両者とも事故発生前に破断していたものと認められる。

(15)　昇降舵が機首上げ位置に固定されたことについては，駐機中の背風により，当該機 

のガストロック・クランクが破断し，その結果，昇降舵が風にあおられてタブ・クラ 

ンクが破断し，昇降舵と水平安定板の間にはさまったことによるものと推定される。

原因

本事故は，当該機の昇降舵が機首上げ位置に固定された状態で離陸滑走を行ったため， 

異常な機首上げ姿勢となり，ＶＲ以下の低速度で浮揚したことによるものと推定される。 

なお，昇降舵が機首上げ位置に固定されたことについては，駐機前にガストロック機構 

の調整が不完全であった当該機が，駐機中に強い背風をうけて，ガストロック・クラン 

クが破断し，その結果タブ・クランクが破断したことによるものと推定される。



参考事項

１．　本事故の航空事故調査委員会による現場調査結果にもとずき，次の耐空性改善通報 

が発行された。

○　耐空性改善通報ＴＣＤ‐１４７５‐７７（昭和５２年５月２７日付）昇降舵ギャ

ード・タブ・クランク・アーム及びガストロック・アセンブリの点検及び交換

○　耐空性改善通報ＴＣＤ‐１５５５‐７８（昭和５３年２月１日付）

昇降舵ギャード・タブ・クランク・アームの破損防止及び昇降舵拘束の探知

なお，ＦＡＡ及びマクダネル・ダグラス社から次のＡＤ及びサービス・ブレテ 

ィンが発行された。

○　ＦＡＡ　ＡＤ‐７７‐１０‐１２（１９７７年５月１３日付） 

ＴＣＤ‐１４７５‐７７の内容と同じ。

○　ＦＡＡ　ＡＤ‐７８‐０１‐１５（１９７８年１月９日付） 

ＴＣＤ‐１５５５‐７８の内容と同じ。

○　マクダネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンＡ２７‐２６２

（１９７７年４月２８日付）

操縦系統―昇降舵ギャード・タブ機構及びガストロック・クランク・アセンブリ 

の点検

○　マクダネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンＡ２７‐２６４

（１９７７年５月１４日付）

操縦系統―昇降舵舵面及びタブの点検

○　マクダネル・ダグラス・サービス・ブレティン２７‐２６２（１９７７年７月

１５日付）

昇降舵ギャード・タブ・リンクの改造及び昇降舵前縁間隙の増加

２．　本事故発生前にタブ・クランク及びガストロック・アセンブリに対し，次のサー 

ビス・ブレティン等が発行されていた。

○　マクダネル・ダグラス・サービス・ブレティン２７‐２５４（１９７５年３月

５日付）

昇降舵位置指示装置の取り付け

○　マクダネル・ダグラス・レター（１９６７年５月９日付） 

昇降舵ガストロック系統の一時点検

○　マクダネル・ダグラス・レター（１９７４年６月２１日付） 

昇降舵ギャード・タブ・ドライブ・アーム・アセンブリについて
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付図‐１



浮揚までの滑走距離算定図



付図‐２



ＲＰ‐Ｃ８０３事故現場見取図
（ＦＤＲ・ＣＶＲの記録の１部を含む）







付図３
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